
1 公文書公開の状況

(1)  請求の窓口別内訳

注 １　「受付数」は、公文書公開請求書の数をいう。

(2)  請求の処理状況

公　開 部分公開 非公開 不存在 存否応答拒否 却　下 取下げ 検討中 合　計

1,749 1,336 8 1,190 6 31 4,320

注 １　合計は、(1)の「公文書数」の合計と一致する。

1,230 4,320

  （単位：件）

２　「公文書数」は、決定した公文書の件数をいう。

6

小　　　　　　計 1,164 3,861

警察情報公開センター

各警察署情報公開窓口
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公文書数受付数

県政情報センター

松江地区県政情報コーナー

雲南地区県政情報コーナー

3,324

島根県情報公開制度運用状況書（令和５年度）

窓  　　　　　口

２　処理状況の区分は、運用状況の取りまとめ時点におけるものである。

３　「非公開」は、「不存在」及び「存否応答拒否」による非公開を除く。

（単位：件）

浜田地区県政情報コーナー

県央地区県政情報コーナー

益田地区県政情報コーナー

隠岐地区県政情報コーナー

単独地方機関等

1,044

出雲地区県政情報コーナー

小　　　　　　計

合　　　　　　計

66 459

－１－



 請求の窓口別内訳

注 合計は、(1)の「公文書数」の合計と一致する。

(4)  非公開理由の内訳

土地開発公社・住宅供給公社

合　　計

2,132

33 33

156 108 48

3,398

93 93

37

12 11 1

86 86

37

2,241 594

収用委員会

病院事業管理者

議会

教育委員会

選挙管理委員会

人事委員会

海区漁業調整委員会

内水面漁業管理委員会

地方独立行政法人

（単位：件）

計

土木部

出納局

企業局

うち地方機関うち本庁実施機関

知事

健康福祉部

政策企画局

総務部

防災部

1,266

1,647

168 120 48

16 17

2 2

地域振興部

環境生活部

農林水産部

商工労働部

557 171 386

15 13 2

33

監査委員会

公安委員会

警察本部長

労働委員会

376 76 300

52 52

459 459

4,320 1,871 2,449

（単位：件）

非　公　開　理　由

14

旧条例第９条第１号　法令秘情報

　　　第６号　事務、事業に関する情報 275

第７条第１号　法令秘情報

　　　第２号　個人情報

　　　第３号　法人等情報

      第４号　公共安全等情報

1,238

377

11

　　　第５号　審議、検討又は協議等に関する情報

　　　　　　第４号　犯罪予防、捜査等情報

3

3　　　　　　第３号　事業活動情報

　　　　　　第２号　個人情報

1,921合　　　　　　　　　計

　　　　　　第８号　合議制機関等情報

　　　　　　第６号　意思形成過程情報

　　　　　　第７号　行政執行情報

　　　　　　第５号　国等との協力関係情報

－２－



(5)  公開に伴う写しの交付内訳  （単位：枚又は巻）

白黒

カラー

（参考）公開決定等するまでの期間

2  不服申立ての状況

認　容 一部認容 却　下 審議中 その他

注 １　件数は、審査請求書の数をいう。

３　「その他」は、未諮問等の数をいう。

3
(1)  窓口別内訳

利用者 資料 利用者 資料

54 154 118 317 15 43

3 2 3

1 5 5 5

50 77 5 22

4 17 2 4

5 2 2 5

1 2

61 106 16 39

115 260 134 356 15 43

注 「利用者」は行政資料利用の延べ人数を、「資料」は延べ冊数をいう。

各警察署情報公開窓口

小　　　　計

合　　　　計

浜田地区県政情報コーナー

益田地区県政情報コーナー

隠岐地区県政情報コーナー

小　　　　計

警察情報公開センター

県央地区県政情報コーナー

窓　　口 電話
対応

窓口
対応

行政資料の利用

閲　　覧

相談・案内

貸出し

県政情報センター

松江地区県政情報コーナー

雲南地区県政情報コーナー

出雲地区県政情報コーナー

1 4

２　「審査請求」欄の「（繰越）」は、審査請求書を受け付けたもののうち当該年度当

　　初において審議中であったものをいい、内数である。

（単位：件、人、冊）

（繰越５）

11
1 3 1 1

情報提供の状況

処　理　内　訳審査請求

光ディスクに複写したもの

（単位：件）

決定期間 決定件数

請求日から１５日以内 1,016

請求日から１６日～３０日以内 173

決定期間の延長をしたもの 10

合　　　　　　　　　　計 1,199

305

１　件数は、公文書非公開決定通知書の「公開しない理由」欄及び公文書部分公開決定通
    知書の「公開しない部分及びその理由」欄に記入された数をいう。

２　「旧条例」は、島根県情報公開条例（平成６年島根県条例第１号）をいう。

写しの種類 交　付

乾式複写機により複写したもの
4,966

372

－３－



(2)  情報提供に伴う写しの交付内訳

白黒

カラー

4 会議の開催状況

公開 一部公開 非公開

205 55 7 143 35

109 47 53 9 30

314 102 60 152 65

5  出資法人の情報公開状況

(1)  申出及び処理状況

13 ０

注 １　「公開申出」は、公開申出書の数をいう。

４　「その他」は、検討中のもの等の数をいう。

(2) 不服申出の状況

不存在

区　　　　　分 傍聴者

附属機関

附属機関に類するもの

計

会議開催
公開・非公開の別

（単位：回、人）

光ディスクに複写したもの

情報公開
を実施し
ている法
人

不服申出はありませんでした。

２　「回答の内訳」は、通知書の数をいう。

３　「非公開」は、「不存在」及び「存否応答拒否」による非公開を除く。

（単位：団体、件）

存否応答
拒否

公開申出
のあった
法人

公開申出

回  答  の  内  訳

その他
公開 部分公開 非公開

  （単位：枚又は巻）

写しの種類 交　付

乾式複写機に複写したもの
2,965

－４－


